
JP 4810954 B2 2011.11.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
室に除湿した空気を供給する除湿システムであって、導入空気を除湿して室へ供給する除
湿装置と、室の空気を屋外へ排気する排気装置と、二室を連通させる連通手段を備え、
前記除湿装置をランドリールームに設け、前記連通手段によって前記ランドリールームと
連通されたバスルームに排気装置を設け、前記除湿装置によって除湿された空気を前記ラ
ンドリールームに供給し、前記バスルームの空気を前記排気装置により排気し、除湿装置
ならびに排気装置の運転を制御する運転制御手段を備え、
前記バスルームの空気を導入する吸込口と、この吸込口より前記バスルームの空気を導入
する送風ファンと、前記吸込口より導入した空気を排気経路と循環経路に分流する分流部
と、前記循環経路に流通される空気の流量を調整する循環経路開閉部と、前記循環経路に
流通される空気を加熱する加熱器と、前記加熱器によって加熱された空気を前記バスルー
ムに吹出す吹出口を前記排気装置に備え、
前記ランドリールーム内の温度、相対湿度もしくは絶対湿度の少なくとも２つの状態を検
知することができる第一環境検知手段と、ランドリールームと室外連通手段によって連通
された廊下の温度、相対湿度もしくは絶対湿度の少なくとも２つの状態を検知することが
できる第二環境検知手段を備え、前記第一環境検知手段ならびに前記第二環境検知手段に
よって得られた情報に基づいて前記運転制御手段により、
前記ランドリールーム内の洗濯物ならびに前記バスルームを同時に乾燥させ、かつ前記廊
下の乾湿球温度差が前記ランドリールームの乾湿球温度差より大きい場合、前記除湿装置
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を運転させ、前記排気装置の前記送風ファンを強ノッチで運転し、前記排気装置の前記加
熱器の運転を停止しかつ前記循環経路開閉部によって前記循環経路を遮断し、
前記ランドリールーム内の洗濯物ならびに前記バスルームを同時に乾燥させ、かつ前記廊
下の乾湿球温度差が前記ランドリールームの乾湿球温度差より小さい場合、前記除湿装置
を運転させ、前記排気装置の前記送風ファンを弱ノッチで運転し、前記排気装置の前記加
熱器の運転を停止しかつ前記循環経路開閉部によって前記循環経路を遮断することを特徴
とする除湿システム。
【請求項２】
除湿装置をランドリールームの天井近傍に設け、連通手段をランドリールームの床近傍に
設けたことを特徴とする請求項１記載の除湿システム。
【請求項３】
洗濯物を一定位置に保持させる洗濯物保持手段を除湿装置の下方かつ除湿装置に近接した
位置に設け、前記除湿装置によって除湿された空気を下方に向けて吹出すことを特徴とす
る請求項２記載の除湿システム。
【請求項４】
除湿装置より供給される除湿空気の吹出し方向を制御できる風向制御手段が設けられてい
ることを特徴とする請求項１、２または３記載の除湿システム。
【請求項５】
除湿装置より供給される除湿空気を加熱する加熱器を備えている請求項１、２、３または
４記載の除湿システム。
【請求項６】
除湿装置によって除湿された空気をバスルームへ吹出すことを特徴とする請求項１、２、
３、４または５記載の除湿システム。
【請求項７】
除湿装置に導入する空気より除湿装置によって取り除かれた水分をランドリールームに備
えられた洗濯機の排水口より排水することを特徴とする請求項１、２、３、４、５または
６記載の除湿システム。
【請求項８】
運転制御手段に除湿装置ならびに排気装置の運転を開始してから一定時間後に運転を停止
する運転時間制御手段を備えていることを特徴とする請求項１、２、３、４、５、６また
は７記載の除湿システム。
【請求項９】
ランドリールーム内の洗濯物のみを乾燥させ、かつ廊下の乾湿球温度差が前記ランドリー
ルームの乾湿球温度差より大きい場合、除湿装置を運転させ、排気装置の送風ファンを強
ノッチで運転し、前記排気装置の加熱器の運転を停止しかつ循環経路開閉部によって循環
経路３０を封鎖し、
前記ランドリールーム内の洗濯物のみを乾燥させ、かつ廊下の乾湿球温度差が前記ランド
リールームの乾湿球温度差より小さい場合、前記除湿装置を運転させ、前記排気装置の前
記送風ファンならびに前記加熱器の運転を停止し、前記循環経路開閉部によって循環経路
を遮断することを特徴とする請求項１、２、３、４、５、６、７または８記載の除湿シス
テム。
【請求項１０】
バスルームのみを乾燥させる場合、除湿装置を停止させ、排気装置の送風ファンを強ノッ
チに設定し、加熱器を運転させ、循環経路開閉部によって循環経路を開放することを特徴
とする請求項１、２、３、４、５、６、７、８または９記載の除湿システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗濯物ならびに室を乾燥させる除湿システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　最近、共働きによって屋外で洗濯物を乾燥させることが困難となり、洗濯物を室内にて
乾燥させる家庭が増加している。そして、バスルームにて洗濯物を乾燥させる除湿システ
ムが多く開発されている。これは、布団などの大型の洗濯物に対しても十分な空間が確保
できることや、入浴後にはバスルームに多量の水蒸気ならびに水滴が存在しておりこれが
カビなどの湿害の原因となるためバスルームを乾燥させる必要があることが要因である。
【０００３】
　従来、バスルームでの洗濯物乾燥のための除湿システムとして、バスルーム外に除湿装
置を備え、バスルームの空気を除湿装置に導入し、除湿装置によって除湿された空気をバ
スルームに供給するという除湿システムが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　以下、その除湿システムについて図５を参照しながら説明する。図５に示すように従来
の除湿システムは、導入空気を除湿して室内へ供給する除湿装置１０１と、除湿装置１０
１へ室の空気を導入する吸込口１０２と、除湿装置１０１によって除湿された空気を室へ
吹出す吹出口１０３とで構成されており、除湿装置１０１をランドリールーム１０４に備
え、吸込口１０２ならびに吹出口１０３をランドリールーム１０４とバスルーム１０５を
隔てた壁面に設けるものである。そして、バスルーム１０５の空気を吸込口１０２より除
湿装置１０１に導入し、除湿装置１０１によって除湿した空気を吹出口１０３よりバスル
ーム１０５へ供給することでバスルーム１０５の湿度を低下させ、バスルーム１０５に設
置した洗濯物保持手段１０６によって固定された洗濯物１０７を乾燥させるものである。
【特許文献１】実開昭５８－５６９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図５に示す除湿システムの場合、従来洗濯機はバスルーム１０５ではなくバスルーム１
０５に隣接したランドリールーム１０４に備えられているので、洗濯物１０７をランドリ
ールーム１０４よりバスルーム１０５に移動させる手間がかかるという課題があった。そ
こで、ランドリールーム１０４にて乾燥を行なうシステムが考えられるが、入浴後にはバ
スルーム１０５に多量の水蒸気ならびに水滴が存在しておりこれがカビなどの湿害の原因
となるため、バスルーム１０５を乾燥させる必要があることがあり、除湿システムとは別
の乾燥機を導入する必要があるため、イニシャルコストが高くなるという課題があった。
【０００６】
　また、入浴後にはバスルーム１０５には多量の水分が存在するので、吸込口１０２より
除湿装置１０１に導入する空気が高湿となり、その結果除湿装置１０１より供給する空気
が高湿となり洗濯物乾燥の効率が悪いという課題があった。また、除湿装置１０１を室外
に設置するため、除湿装置１０１に導入する空気ならびに除湿装置１０１よりバスルーム
１０５へ供給する空気を搬送するためのダクトが必要となり、配管工事を行う必要があっ
た。また、施工の簡便さを考慮して吸込口１０２と吹出口１０３を近くに設置すると、吹
出口１０３から吹出した除湿空気が直接吸込口１０２より除湿装置１０１へ導入されると
いうショートサーキットが発生し、洗濯物１０７の近傍空気が高湿のままとなり、乾燥効
率が悪化するという課題があった。
【０００７】
　一方、ショートサーキットを考慮して吸込口１０２と吹出口１０３を遠くに設置すると
、除湿装置１０１から吸込口１０２もしくは吹出口１０３までの配管距離が長くなるため
、施工費ならびにイニシャルコストが高くなるという課題があった。さらに、一般の集合
住宅ではトイレルームに窓がついておらず、高湿で不快になるため、トイレルームを乾燥
させたいという要望もあった。
【０００８】
本発明は上記の課題を解決するものであり、洗濯物を移動させる手間を省き、洗濯物乾燥
の効率を向上させ、バスルームの乾燥を同時に行なうことができ、かつ配管工事の必要性
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がない除湿システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明のうち請求項１記載の発明は、上記目的を達成するために、除湿装置をランドリー
ルームに設け、連通手段によってランドリールームと連通された室に排気装置を設け、除
湿装置によって除湿された空気をランドリールームに供給し、排気装置を設けた室の空気
を排気装置により排気し、除湿装置ならびに排気装置の運転を制御する運転制御手段を備
え、前記バスルームの空気を導入する吸込口と、この吸込口より前記バスルームの空気を
導入する送風ファンと、前記吸込口より導入した空気を排気経路と循環経路に分流する分
流部と、前記循環経路に流通される空気の流量を調整する循環経路開閉部と、前記循環経
路に流通される空気を加熱する加熱器と、前記加熱器によって加熱された空気を前記バス
ルームに吹出す吹出口を前記排気装置に備え、前記ランドリールーム内の温度、相対湿度
もしくは絶対湿度の少なくとも２つの状態を検知することができる第一環境検知手段と、
ランドリールームと室外連通手段によって連通された廊下の温度、相対湿度もしくは絶対
湿度の少なくとも２つの状態を検知することができる第二環境検知手段を備え、前記第一
環境検知手段ならびに前記第二環境検知手段によって得られた情報に基づいて前記運転制
御手段により、前記ランドリールーム内の洗濯物ならびに前記バスルームを同時に乾燥さ
せ、かつ前記廊下の乾湿球温度差が前記ランドリールームの乾湿球温度差より大きい場合
、前記除湿装置を運転させ、前記排気装置の前記送風ファンを強ノッチで運転し、前記排
気装置の前記加熱器の運転を停止しかつ前記循環経路開閉部によって前記循環経路を遮断
し、前記ランドリールーム内の洗濯物ならびに前記バスルームを同時に乾燥させ、かつ前
記廊下の乾湿球温度差が前記ランドリールームの乾湿球温度差より小さい場合、前記除湿
装置を運転させ、前記排気装置の前記送風ファンを弱ノッチで運転し、前記排気装置の前
記加熱器の運転を停止しかつ前記循環経路開閉部によって前記循環経路を遮断することを
特徴とするものである。この発明により、洗濯物を移動させる手間を省くことができ、配
管工事を行う必要がなく、洗濯物の乾燥を効率よく行なうことが可能となる。また、この
発明により、より効率よく洗濯物を乾燥させることが可能となる。また、この発明により
、バスルームを迅速に乾燥させることができる。また、ランドリールームもしくは洗濯物
を乾燥させる必要がない場合、バスルームを乾燥させるための消費エネルギー量を削減す
ることが可能となる。
【００１１】
また請求項２記載の発明は、除湿装置をランドリールームの天井近傍に設け、連通手段を
ランドリールームの床近傍に設けたことを特徴とするものである。この発明により、ショ
ートサーキットすることなく確実に洗濯物ならびに排気装置を設けた室を乾燥させること
が可能となる。
【００１２】
また請求項３記載の発明は、洗濯物を一定位置に保持させる洗濯物保持手段を除湿装置の
下方かつ除湿装置に近接した位置に設け、前記除湿装置によって除湿された空気を下方に
向けて吹出すことを特徴とするものである。この発明により、さらに効率よく洗濯物を乾
燥させることが可能となる。
【００１３】
また請求項４記載の発明は、除湿装置より室に供給される除湿空気の吹出し方向を制御で
きる風向制御手段が設けられていることを特徴とするものである。この発明により、大量
の洗濯物を同時に効率よく乾燥させることが可能となる。
【００１４】
また請求項５記載の発明は、除湿装置により室内に供給される除湿空気を加熱する加熱手
段を備えていることを特徴とするものである。この発明により、より効率よく洗濯物を乾
燥させることが可能となる。
【００１５】
また請求項６記載の発明は、除湿装置によって除湿された空気をバスルームへ吹出すこと
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を特徴とするものである。この発明により、バスルームでの洗濯物乾燥も可能となるため
、大型の洗濯物を乾燥させることが可能となる。
【００１６】
また請求項７記載の発明は、除湿装置に導入された空気より除湿装置によって取り除かれ
た水分をランドリールームに備えられた洗濯機の排水口より排水することを特徴とするも
のである。この発明により、除湿装置を小型化することができ、また前記水分を廃棄する
手間を省くことができる。
【００１８】
また請求項８記載の発明は、運転制御手段に除湿装置ならびに排気装置の運転を開始して
から一定時間後に運転を停止する運転時間制御手段を備えていることを特徴とするもので
ある。この発明により、過乾燥による洗濯物の痛みを防ぐことができ、また無駄なエネル
ギー消費を防ぐことが可能となる。
【００１９】
また請求項９記載の発明は、ランドリールーム内の洗濯物のみを乾燥させ、かつ廊下の乾
湿球温度差が前記ランドリールームの乾湿球温度差より大きい場合、除湿装置を運転させ
、排気装置の送風ファンを強ノッチで運転し、前記排気装置の加熱器の運転を停止しかつ
循環経路開閉部によって循環経路３０を封鎖し、前記ランドリールーム内の洗濯物のみを
乾燥させ、かつ廊下の乾湿球温度差が前記ランドリールームの乾湿球温度差より小さい場
合、前記除湿装置を運転させ、前記排気装置の前記送風ファンならびに前記加熱器の運転
を停止し、前記循環経路開閉部によって循環経路を遮断することを特徴とするものである
。この発明により、より効率よく洗濯物を乾燥させることが可能となる。
【００２０】
また請求項１０記載の発明は、バスルームのみを乾燥させる場合、除湿装置を停止させ、
排気装置の送風ファンを強ノッチに設定し、加熱器を運転させ、循環経路開閉部によって
循環経路を開放することを特徴とするものである。この発明により、バスルームを迅速に
乾燥させることができる。また、ランドリールームもしくは洗濯物を乾燥させる必要がな
い場合、バスルームを乾燥させるための消費エネルギー量を削減することが可能となる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、洗濯物を効率よく乾燥させることが可能となり、バスルームやトイレ
ルームの乾燥を同時に行なうことができ、かつ施工の必要性がない除湿システムを提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
本発明のうち請求項１記載の発明は、除湿装置をランドリールームに設け、連通手段によ
ってランドリールームと連通された室に排気装置を設け、除湿装置によって除湿された空
気をランドリールームに供給し、排気装置を設けた室の空気を排気装置により屋外へ排気
し、除湿装置ならびに排気装置の運転を制御する運転制御手段を備え、前記バスルームの
空気を導入する吸込口と、この吸込口より前記バスルームの空気を導入する送風ファンと
、前記吸込口より導入した空気を排気経路と循環経路に分流する分流部と、前記循環経路
に流通される空気の流量を調整する循環経路開閉部と、前記循環経路に流通される空気を
加熱する加熱器と、前記加熱器によって加熱された空気を前記バスルームに吹出す吹出口
を前記排気装置に備え、前記ランドリールーム内の温度、相対湿度もしくは絶対湿度の少
なくとも２つの状態を検知することができる第一環境検知手段と、ランドリールームと室
外連通手段によって連通された廊下の温度、相対湿度もしくは絶対湿度の少なくとも２つ
の状態を検知することができる第二環境検知手段を備え、前記第一環境検知手段ならびに
前記第二環境検知手段によって得られた情報に基づいて前記運転制御手段により、前記ラ
ンドリールーム内の洗濯物ならびに前記バスルームを同時に乾燥させ、かつ前記廊下の乾
湿球温度差が前記ランドリールームの乾湿球温度差より大きい場合、前記除湿装置を運転
させ、前記排気装置の前記送風ファンを強ノッチで運転し、前記排気装置の前記加熱器の
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運転を停止しかつ前記循環経路開閉部によって前記循環経路を遮断し、前記ランドリール
ーム内の洗濯物ならびに前記バスルームを同時に乾燥させ、かつ前記廊下の乾湿球温度差
が前記ランドリールームの乾湿球温度差より小さい場合、前記除湿装置を運転させ、前記
排気装置の前記送風ファンを弱ノッチで運転し、前記排気装置の前記加熱器の運転を停止
しかつ前記循環経路開閉部によって前記循環経路を遮断することを特徴とするものであり
、除湿装置によって除湿された空気をランドリールームに供給することによって、ランド
リールームの湿度を低下させることによって洗濯物を乾燥させ、さらに排気装置を設けた
室を同時に乾燥させるという作用を有する。また、第一環境検知手段と第二環境検知手段
によって乾球温度ならびに湿球温度を計算もしくは検知し、その情報に基づいてより乾燥
効率の良い制御を行なうという作用を有する。なお、制御内容については後述する。また
、この発明は、洗濯物の乾燥とバスルームの乾燥を同時に行なう場合、排気装置に備えら
れた加熱器の運転を停止させかつ循環経路開閉部によって循環経路を閉じることによって
、ランドリールームの低湿空気がバスルームに流通し、バスルームを乾燥させることが可
能となるので、加熱器による消費エネルギーを削減しつつ効率のよい乾燥を行なうことが
できる。
【００２４】
また請求項２記載の発明は、除湿装置をランドリールームの天井近傍に設け、連通手段を
ランドリールームの床近傍に設けたことを特徴とするものであり、除湿装置より吹出した
除湿空気は天井近傍より洗濯物を通過し、その後床近傍に設けた連通手段より排気される
ため、確実に除湿空気が洗濯物を通過するという作用を有する。
【００２５】
また請求項３記載の発明は、洗濯物を一定位置に保持させる洗濯物保持手段を除湿装置の
下方かつ除湿装置に近接した位置に設け、前記除湿装置によって除湿された空気を下方に
向けて吹出すことを特徴とするものであり、除湿装置より吹出した除湿空気が直接洗濯物
に接触するため、迅速に洗濯物を乾燥させるという作用を有する。
【００２６】
また請求項４記載の発明は、除湿装置より室に供給される除湿空気の吹出し方向を制御で
きる風向制御手段が設けられていることを特徴とするものであり、風向制御手段によって
全ての洗濯物の方向に除湿空気を供給することで、確実に全ての洗濯物を乾燥させるとい
う作用を有する。
【００２７】
また請求項５記載の発明は、除湿装置により室に供給される除湿空気を加熱する加熱手段
を備えていることを特徴とするものであり、除湿装置より供給される除湿空気を加熱する
ことで乾湿球温度差を拡大させ、より迅速に洗濯物を乾燥させるという作用を有する。
【００２８】
また請求項６記載の発明は、除湿装置によって除湿された空気をバスルームへ吹出すこと
を特徴とするものであり、除湿装置によってバスルームへ供給された除湿空気によってバ
スルームが乾燥され、その結果バスルームに干した洗濯物を乾燥させることができるとい
う作用を有する。
【００２９】
また請求項７記載の発明は、除湿装置に導入された空気より除湿装置によって取り除かれ
た水分をランドリールームに備えられた洗濯機の排水口より排水することを特徴とするも
のであり、前記水分は除湿装置より排水口に移動するという作用を有する。
【００３０】
また請求項８記載の発明は、運転制御手段に除湿装置ならびに排気装置の運転を開始して
から一定時間後に運転を停止する運転時間制御手段を備えていることを特徴とするもので
ある。そしてこれらの発明は、除湿装置ならびに排気装置を運転させてから一定時間後に
運転時間制御手段より運転制御手段へ信号を送信し、信号を受けた運転制御手段は除湿装
置ならびに排気装置の運転を停止するという作用を有する。
【００３３】
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　本発明のより具体的な実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、従来の
除湿システムと同一であるものについては同一番号を附す。
【００３４】
　（実施の形態１）
　図１に示すように実施の形態１における除湿システムは、導入空気を除湿して室内へ供
給する除湿装置１と、設置された室の空気を排気する排気装置２と、二室を連通する連通
手段３と、除湿装置１によって導入空気より取り除かれた水分を除湿装置１より洗濯機４
の排水口５へ送る排水管６と、除湿装置１ならびに排気装置２の運転を制御する運転制御
手段７と、ランドリールーム１０４と室外連通手段８によって連通されている廊下９と、
廊下９の温度、相対湿度もしくは絶対湿度の少なくとも２状態を検知できる第二環境検知
手段１０で構成され、除湿装置１をランドリールーム１０４に設けられた洗濯機４の上方
かつ天井近傍に設け、排気装置２をバスルーム１０５の天井に設け、連通手段３をランド
リールーム１０４とバスルーム１０５を隔てた壁面の床近傍に設けたものである。そして
、洗濯物１０７を除湿装置１の近傍かつ下方に設けられた洗濯物保持手段１０６に干すも
のである。なお、排気装置２をトイレルームに設けた場合でも全く同様の効果を得ること
ができる。また、除湿装置１を設ける位置としては洗濯物１０７を干す空間をより広く確
保するために、可能な限り天井に近い方が好ましく、天井面に接している状態が最も好ま
しい。
【００３５】
　図２は、本発明の実施の形態１における除湿装置１の概略断面図である。図２に示すよ
うに除湿装置１は、除湿装置本体１１に開口された吸込口１２ならびに吹出口１３と、回
転可能なように設けられ吸込口１２から除湿装置本体１１へ導入された空気より吸湿する
除湿ローター１４と、吸込口１２より除湿装置本体１１へ空気を導入し除湿ローター１４
によって除湿された空気を吹出口１３より吹出す処理ファン１５と、再生ファン１６によ
って供給される再生空気が除湿ローター１４を循環するように形成された再生経路１７と
、再生経路１７における除湿ローター１４の風上側近傍に設けられ再生空気を加熱する再
生空気加熱器１８と、再生経路１７における除湿ローター１４の風下側近傍に設けられ除
湿ローター１４における再生空気の流通方向と同視点において再生空気加熱器１８と概ね
同形である遮熱板１９と、再生経路１７における除湿ローター１４の風下側に設けられ再
生空気の冷却を行なう凝縮器２０と、再生経路１７の最下部に設けられ凝縮器２０ならび
に再生経路１７において発生したドレン水を排水管６へ排水する排水経路２１と、除湿ロ
ーター１４によって除湿された空気を加熱する処理空気加熱器２２と、吹出口１３より吹
出す空気の方向を制御する風向制御手段２３と、ランドリールーム１０４から導入する空
気の温度、相対湿度もしくは絶対湿度の少なくとも２状態を検知する第一環境検知手段２
４とで構成されている。
【００３６】
　ここで除湿ローター１４は、セラミック繊維、ガラス繊維等の無機繊維、もしくはそれ
ら無機繊維とパルプとを混合して抄造した平面紙と、コルゲート加工を施した波型紙を巻
装したコルゲート構造の円盤体に、吸湿剤、例えば、シリカゲル、ゼオライトなどの無機
質の吸着型吸湿剤、有機高分子電解質、すなわちイオン交換樹脂などの吸湿剤、塩化リチ
ウムなどの吸収型吸湿剤を１種類もしくは２種類以上を複合して担持したもので、軸方向
に通風可能に構成されている。そして特に図示していないが、この除湿ローター１４を外
周に歯車を周設したフレーム内部に収納し、再生空気加熱器１８と再生経路１７によって
回転可能な状態で固定し、歯車を備えた駆動モーターを除湿ローター１４に備えられた歯
車とかみ合った状態で固定し、駆動モーターを回転させることにより除湿ローター１４を
回転させることができる。この時、除湿ローター１４の回転速度は毎時１０回転から４０
回転程度に設定するのが望ましい。なお、除湿ローター１４の回転方法は、上記構成に限
るものではなく、例えば、除湿ローター１４の中心部に駆動モーターを連結して直接回転
させるように構成してもよく、また、除湿ローター１４の外周に周設したギアにベルトを
かけて、ベルトを介して駆動モーターを連結し回転動作を行うように構成してもよい。
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【００３７】
　また処理ファン１５は、特に図示していないが除湿ローター側と下方側にそれぞれ吸込
口と吹出口を有したファンケーシングと、ファンケーシングに収納される羽根と、羽根に
連結されるモーターを具備しており、モーターの駆動によって羽根を回転させ、吸込口よ
り空気を吸込んで吹出口より空気を排出するものである。
【００３８】
　また再生ファン１６は、特に図示していないが再生経路に設けられている羽根と、羽根
に連結されるモーターを具備しており、モーターの駆動によって羽根を回転させ、再生空
気を送風させるものである。
【００３９】
　また再生経路１７における凝縮器２０の風下側は、再生空気の送風方向に対して約１０
°下方に傾斜させている。これは、凝縮器２０にて発生したドレン水が円滑に排水経路２
１へ移動可能なように施したものであり、少なくとも５°以上の傾斜角度に設定すること
が望ましい。
【００４０】
　また、再生空気加熱器１８としては発熱動作を行い得るものであれよく、例えば、ニク
ロムヒーター、ハロゲンヒーター、カーボンヒーター、シーズヒーター、ＰＴＣヒーター
等を用いることができる。
【００４１】
　また遮熱板１９は、再生経路１７を再生空気加熱器１８による熱から防ぐと同時に、輻
射熱によって除湿ローター１４に吸着した水分が除湿ローター１４から脱着することを促
進させるものであり、反射率が高く防錆のあるアルミニウムもしくはステンレス等の金属
板にプレス加工や曲げ加工を施すことにより形成される。
【００４２】
　また凝縮器２０として、厚み０．０５～０．５ｍｍの範囲のシートに凹凸部を所定のパ
ターンで形成した伝熱板Ａと、同様の薄厚のシートに伝熱板Ａと異なる凹凸部のパターン
を形成した伝熱板Ｂを交互に複数枚積層することによって、吸込口から導入された空気が
流れる冷却経路と、再生空気が流れる循環経路とが形成される積層型熱交換器を用いてい
る。そして、吸込口から導入された空気と再生空気がこの熱交換器を通過する際、冷却経
路と再生経路を隔てるシートを介して熱交換が行なわれ、その結果再生空気が冷却され再
生空気中に含まれる水分が凝縮されることとなる。なお、この伝熱板Ａおよび伝熱板Ｂの
板厚は、凹凸部の成形性、強度および形状維持性の面から０．０５ｍｍ以上であることが
好ましく、また、伝熱性確保の面から０．５ｍｍ以下であることが望ましい。
【００４３】
　また処理空気加熱器２２としては、再生空気加熱器１８と同様に発熱動作を行いうるも
のであればよく、再生空気加熱器１８と同様のヒーターを用いることができる。
【００４４】
　また風向制御手段２３は、特に図示していないが風向を変更するために複数の羽根が一
定間隔で並列に並んだ羽根部と、各羽根を同時に稼動させるために各羽根の端部を連結し
かつ端部近傍に歯車を備えた連結棒と、連結棒を左右に稼動させるため連結棒の歯車とか
み合った状態に設けられた歯車を備えた駆動モーターとで構成されており、羽根部を吹出
口に固定するために各羽根の前記連結棒によって連結された端部に対向した上下端部が回
転可能な状態で除湿装置本体１１が固定されている。上記構成によると、駆動モーターを
運転させることで連結棒が左右に移動するため、各羽根は平衡状態を維持しつつ角度を変
え、その結果吹出し角度を変更することができる。
【００４５】
　図３は、本発明の実施の形態における排気装置２の概略断面図である。図３に示すよう
に排気装置２は、バスルーム１０５に設けられバスルーム１０５の天井面に吸込口２５と
吹出口２６が開口された排気装置本体２７と、吸込口２５よりバスルーム１０５の空気を
導入する送風ファン２８と、吸込口２５より導入された空気を排気経路２９と循環経路３
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０に分流する分流部３１と、排気経路２９と屋外３２を連通させる排気ダクト３３と、排
気ダクト３３の屋外３２側端部に設けられ排気装置本体２７ならびに排気ダクト３３内へ
の雨や虫等の侵入を防ぐパイプフード３４と、循環経路３０を流通する空気を加熱する加
熱器３５と、循環経路３０に設けられ循環経路３０の通風面積を調節する循環経路開閉部
３６で構成されている。
【００４６】
　ここで送風ファン２８は、吸込口２５と分流部３１の間に設けられている羽根と、羽根
に連結され強ノッチと弱ノッチの少なくとも２つの回転数を発生させることが可能なモー
ターを具備しており、モーターの駆動によって羽根を回転させ、再生空気を送風させるも
のである。
【００４７】
　また加熱器３５としては、再生空気加熱器１８と同様に発熱動作を行いうるものであれ
ばよく、再生空気加熱器１８と同様のヒーターを用いることができる。
【００４８】
　また循環経路開閉部３６は循環経路３０の断面形状と概ね同形状で端部に歯車が設けら
れた遮蔽板と、歯車を備えた駆動モーターで構成されており、遮蔽板端部に設けられた歯
車と駆動モーターの歯車が噛み合った状態で駆動モーターを駆動させることにより、遮蔽
板が回転するものである。そして、遮蔽板が循環経路３０に対して平行状態である場合循
環経路を空気が流通され、循環経路３０に対して垂直状態である場合循環経路が遮蔽板で
塞がれているため循環経路を遮断することができる。
【００４９】
　また連通手段３は、ランドリールーム１０４とバスルーム１０５を隔てる壁を連通する
連通管と、連通管の両端に設けられた吸込みグリルならびに吹出しグリルによって構成さ
れるものである。そして、連通手段３を設ける位置として、ランドリールーム１０４なら
びにバスルームを隅々まで乾燥させることを考慮すると、可能な限り床との距離が近い位
置に設けるのが好ましい。しかし、ランドリールーム１０４よりバスルーム１０５へ移動
する際に使用するドアにガラリが備わっている場合、連通手段３としてガラリを使用する
ことで壁面に対して配管工事を行なう必要がなくなるのでより好ましい。
【００５０】
　また運転制御手段７には、除湿装置１ならびに排気装置２の運転を制御するための制御
信号送信部と第一環境検知手段２４ならびに第二環境検知手段１０からの信号を受信する
検知信号受信部と、除湿装置１ならびに排気装置２の運転が開始してからの時間をカウン
トする運転時間制御手段と、運転時間制御手段ならびに検知信号受信部により得た情報に
基づいて制御信号送信部より送信する制御信号を決定する制御計算部によって構成されて
いる。なお、運転制御手段７による制御内容に関しては後述するものとする。
【００５１】
　また室外連通手段８としてランドリールーム１０４と廊下９を隔てている壁面にダクト
を配管してもよいが、ランドリールーム１０４より廊下９へ移動するためのドアにアンダ
ーカットもしくはオーバーカットが配設されている場合、これらを室外連通手段８として
用いることによりダクトの配管工事を省略することが可能となるためより好ましい。
【００５２】
　また第一環境検知手段２４ならびに第二環境検知手段１０における、温度検知手段とし
てサーミスタや熱電対、相対湿度検知手段としてセラミック湿度センサや高分子湿度セン
サ、絶対湿度検知手段として熱伝導式湿度センサ等を適用することが可能である。
【００５３】
　以上に示す除湿装置１の構成によると、吸込口１２より除湿装置本体１１に導入された
空気は、除湿ローター１４を通過する際に吸湿されかつ処理空気加熱器２２によって加熱
した後吹出口１３よりランドリールーム１０４へ供給される。一方、除湿ローター１４に
吸湿された水分は、除湿ローター１４が回転することによって再生空気加熱器１８近傍へ
移動する。そして、再生空気加熱器１８によって高温になった再生空気が除湿ローターを
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通過する際に、前記水分は除湿ローター１４より放湿され水蒸気となって再生空気と共に
再生経路１７を循環することとなる。そして、再生経路１７に設けられた凝縮器２０によ
って凝縮され、排水経路２１ならびに排水管６を経由して洗濯機４の排水口５に排水され
るものである。
【００５４】
　また排気装置２の構成によると、循環経路３０が開放されかつ加熱器３５が運転してい
る場合、吸込口２５より導入された空気は分流部３１より排気経路２９と循環経路３０に
分流される。そして、排気経路２９へ流通された空気は排気ダクト３３を経由して屋外へ
排気される。また、循環経路３０へ流通された空気は加熱器３５によって加熱され吹出口
２６よりバスルーム１０５へ供給される。その結果バスルーム１０５の温度が上がること
によりバスルーム内の水分蒸発が促進され、蒸発した水蒸気は排気手段２より屋外へ排気
されるので、バスルームを乾燥させることが可能となる。また、循環経路３０が循環経路
開閉部３６によって遮断されかつ加熱器３５が停止している場合、吸込口２５より導入さ
れた空気は全て排気経路２９ならびに排気ダクト３３を経由して屋外に排気されるもので
ある。
【００５５】
　図４に運転制御手段７による制御内容一覧を示す。そしてこれより図４に示す各制御内
容について説明する。
【００５６】
　制御（１）は洗濯物１０７ならびにバスルーム１０５を同時に乾燥させ、かつ廊下９の
乾湿球温度差がランドリールーム１０４の乾湿球温度差より大きい場合、除湿装置１を運
転させ、排気装置２の送風ファン２８を強ノッチで運転し、排気装置２の加熱器３５の運
転を停止しかつ循環経路開閉部３６によって循環経路３０を遮断するものである。以上の
制御によると、廊下９の空気が室外連通手段８によってランドリールーム１０４へ導入さ
れるため、ランドリールーム１０４の乾湿球温度差が大きくなり、効率よく洗濯物を乾燥
させることが可能となる。そしてランドリールーム１０４の空気を除湿装置１に導入し、
除湿装置１によって除湿かつ加熱した空気をランドリールーム１０４の下方に向けて吹出
す。このとき、洗濯物保持手段１０６は除湿装置１の近傍かつ下方に設けられているため
、前記空気が直接洗濯物１０７に接触することとなる。よって、従来の除湿システムと比
較してより高温かつ低湿の空気を洗濯物１０７に接触させることができ、結果として効率
よく洗濯物１０７を乾燥させることが可能となる。そして、洗濯物１０７に接触した空気
は連通手段３を通過してバスルーム１０５に供給されるため、バスルーム１０５が高温か
つ低湿となりバスルーム１０５を乾燥させることができる。
【００５７】
　制御（２）は洗濯物１０７ならびにバスルーム１０５を同時に乾燥させ、かつ廊下９の
乾湿球温度差がランドリールーム１０４の乾湿球温度差より小さい場合、除湿装置１を運
転させ、排気装置２の送風ファン２８を弱ノッチで運転し、排気装置２の加熱器３５の運
転を停止しかつ循環経路開閉部３６によって循環経路３０を遮断するものである。以上の
制御によると、制御1)と比較して廊下９より導入される乾湿球温度差の小さい空気の量が
減少するため、ランドリールーム１０４の乾湿球温度差の減少を抑制することができ、そ
の結果効率よく洗濯物１０７ならびにバスルーム１０５を乾燥させることが可能となる。
【００５８】
　制御（３）は洗濯物１０７のみを乾燥させ、かつ廊下９の乾湿球温度差がランドリール
ーム１０４の乾湿球温度差より大きい場合、除湿装置１を運転させ、排気装置２の送風フ
ァン２８を強ノッチで運転し、排気装置２の加熱器３５の運転を停止しかつ循環経路開閉
部３６によって循環経路３０を封鎖するものである。以上の制御によって前述の制御（１
)と同様の効果を得ることができる。
【００５９】
　制御（４）は洗濯物１０７のみを乾燥させ、かつ廊下９の乾湿球温度差がランドリール
ーム１０４の乾湿球温度差より小さい場合、除湿装置１を運転させ、排気装置２の送風フ
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ァン２８ならびに加熱器３５の運転を停止し、循環経路開閉部３６によって循環経路３０
を遮断するものである。以上の制御によると、廊下９より導入される乾湿球温度差の小さ
い空気の侵入を防ぐことができ、ランドリールーム１０４の乾湿球温度差を減少させるこ
とがないため、その結果効率よく洗濯物１０７を乾燥させることが可能となる。
【００６０】
　制御（５）はバスルーム１０５のみを乾燥させる場合、除湿装置１を停止させ、排気装
置２の送風ファン２８を強ノッチに設定し、加熱器３５を運転させ、循環経路開閉部３６
によって循環経路３０を開放するものである。以上の制御によって、吹出口２６よりバス
ルーム１０５へ加熱器３５によって加熱された空気を供給できるため、前述に示すように
バスルーム１０５のみを乾燥させることが可能となる。なお、制御（１）、（２）、（３
）、（４）において、除湿装置１によって除湿された空気は洗濯物１０７を乾燥させ、通
過したのち連通しているバスルーム１０５に供給され、排気装置２により排気されるため
、ランドリールーム１０４およびバスルーム１０５の乾燥が同時に進むことになる。また
、加熱器３５を運転させ、循環経路開閉部３６によって循環経路３０を開放することによ
ってより迅速にバスルーム１０５を乾燥させることが可能となる。
【００６１】
　そして一定時間後に除湿装置１ならびに排気装置２の運転を自動的に停止させる。ここ
で、前記一定時間は洗濯物１０７ならびにバスルーム１０５が乾燥するために必要な時間
であり、洗濯物１０７の含水量ならびにバスルームの水分量や大きさによって変化するた
め、使用者が経験に基づいて運転時間を設定する方法が実用的であると考える。そして一
定時間で停止することにより、洗濯物１０７の過乾燥による痛みや無駄なエネルギー消費
を防ぐことができる。
【００６２】
　以上に示す除湿システムによれば、以上のように連通手段３としてランドリールーム１
０４よりバスルーム１０５へ移動する際に使用するドアのガラリを使用した場合、空気を
流通させるためのダクトを取り付ける配管工事が不要となるため、住宅を施工したあとで
も使用者が用意に施工することが可能となる。また、洗濯機４の上方に除湿装置１ならび
に洗濯物保持手段１０６を設けたため、洗濯物１０７を運搬する手間を省略することがで
きる。
【００６３】
　また吹出口１３に対して広範囲に洗濯物１０７が保持されている場合、吹出口１３に備
えた風向制御手段２３によって除湿装置１より室に供給される除湿空気を洗濯物１０７全
てに向けて吹出すように制御することができるので、大量の洗濯物を効率よく乾燥させる
ことができる。
【００６４】
　また除湿ローター１４によって除湿された空気を処理空気加熱器２２によって加熱する
ことによって、洗濯物に接触する空気の乾湿球温度差をより拡大させ、その結果より迅速
に洗濯物を乾燥させることが可能となる。
【００６５】
　また凝縮器２０にて凝縮されたドレン水は排水経路２１ならびに配水管６を経由して排
水口５より排水される。そのため、使用者がドレン水を排水するという手間を省くことが
可能となる。
【００６６】
　また特に図示していないが、除湿装置１の吹出口１３より供給される空気をバスルーム
１０５に直接供給させるため、一端が除湿装置の吹出口１３に固定され、一端がバスルー
ム１０５に備えられた筒状のアダプターを設けることによって、バスルーム１０５のみを
効率よく乾燥させることができるので、布団等の大型の洗濯物を乾燥させることができる
。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
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　本発明によれば、洗濯物を移動させる手間を省き、洗濯物乾燥の効率を向上させ、バス
ルームやトイレルームの乾燥を同時に行なうことができ、かつ配管工事の必要性がない、
洗濯物ならびに室を乾燥させる除湿システムとして有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の実施の形態１における除湿システムの概略図
【図２】同実施の形態１における除湿装置１の概略断面図
【図３】同実施の形態１における排気装置２の概略断面図
【図４】同実施の形態１における制御内容を示す図
【図５】従来の除湿システムの概略図
【符号の説明】
【００６９】
　１　　　除湿装置
　２　　　排気装置
　３　　　連通手段
　４　　　洗濯機
　５　　　排水口
　６　　　排水管
　７　　　運転制御手段
　８　　　室外連通手段
　９　　　廊下
　１０　　第二環境検知手段
　１１　　除湿装置本体
　１２　　吸込口
　１３　　吹出口
　１４　　除湿ローター
　１５　　処理ファン
　１６　　再生ファン
　１７　　再生経路
　１８　　再生空気加熱器
　１９　　遮熱板
　２０　　凝縮器
　２１　　排水経路
　２２　　処理空気加熱器
　２３　　風向制御手段
　２４　　第一環境検知手段
　２５　　吸込口
　２６　　吹出口
　２７　　排気装置本体
　２８　　送風ファン
　２９　　排気経路
　３０　　循環経路
　３１　　分流部
　３２　　屋外
　３３　　排気ダクト
　３４　　パイプフード
　３５　　加熱器
　３６　　循環経路開閉部
　１０４　ランドリールーム
　１０５　バスルーム
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　１０６　洗濯物保持手段
　１０７　洗濯物

                                                                                

【図１】 【図２】
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